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第１ 請求の受付 

１ 請求人 

市内在住の個人 

 
２ 請求書の提出日 

  平成 31 年 2 月 28 日 

 
３ 請求の要旨 

提出された明石市職員措置請求書及び事実を証する書面並びに請求人陳述

により、請求の要旨を次のとおり解した。 

明石市長は、無償で給与から明石市職員労働組合費を天引きするため、不当

に職員室職員の人件費等を支出している。 

よって、明石市長に対し、明石市職員労働組合費のチェックオフの処理に要

した平成 30 年 3 月分から平成 31 年 2 月分までの職員室職員の人件費、明石市

職員の給与支払で使用している計算システムの購入費及びシステム維持費を

補填する措置を講じるよう求める。 

 

４ 要件審査 

監査の実施にあたり、本件請求が地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」

という。）第242条所定の要件に適合しているかについて審査を行った結果、要

件を具備しているものと認め、平成31年3月22日にこれを受理した。 

 
第２ 監査の実施 

１ 監査対象事項 

本件の監査対象事項は次のとおりとする。 

「明石市長は、無償で給与から明石市職員労働組合費を天引きするため、不

当に職員室職員の人件費等を支出していること」について 

 

２ 監査対象部局 

  総務局職員室 
  総務局総務管理室情報管理課 

 
３ 監査の方法 

⑴ 請求人に対し、法第 242 条第 6項の規定に基づき、証拠の提出を求め、平

成 31 年 4 月 5 日に陳述の機会を与えた。 
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⑵ 監査対象部局に対し、関係書類の提出を求め、事実の確認を行ったほか、

請求人と同様に平成 31 年 4 月 5 日に陳述の機会を与えた。 

 

第３ 監査の結果 

１ 事実の確認 

請求人から提出された関係書類及び監査対象部局から提出された書類の調

査並びに関係職員への質問により、次の事実を確認した。 

⑴ 「明石市長は、無償で給与から明石市職員労働組合費を天引き（以下「控

除」という。）するため、不当に職員室職員の人件費等を支出していること」

について 

① 給与からの組合費控除について 

   ア 職員が自治労明石市職員労働組合（以下「労働組合」という。）へ加

入又は脱退した場合は、月初に労働組合の中央執行委員長が職員室長

宛に書面（「組合費の引き去り及び停止の依頼について」）にて組合費

の新たな控除又は控除停止を依頼している。 

     職員室長は、職員室の給与を担当する職員（以下「給与担当職員」

という。）に命じて、人事給与システムを使用し、対象となる職員の組

合費控除の設定を行わせている。 

     なお、職員の労働組合への新たな加入又は脱退がない月は、組合費

控除に係る給与担当職員の人事給与システムへの設定作業は発生しな

い。 

イ 給与支給日の概ね 1 週間前までに、給与担当職員が人事給与システム

を使用し、職員の給与計算を行い、計算終了後に各種控除額（所得税、

住民税、社会保険料、組合費等）の集計表（以下「控除額集計表」とい

う。）が自動的に作成される。 

ウ 給与担当職員は、労働組合に対し、控除額集計表に基づいた組合費の

控除合計額を伝え、労働組合は、組合費の控除合計額を記入した振込用

紙を職員室に提出する。 

エ 給与担当職員は、組合費の控除合計額について、労働組合が指定する

銀行口座への振込送金手続を、組合費以外の各種控除分の手続とともに

行う。 

オ 給与からの控除は、給与等支給明細書でも確認した。 

 

  ② 給与からの組合費控除に関する事務に要する費用の徴収について 

    給与からの組合費控除に関する事務に要する費用について、組合費以

外の各種控除分の取扱いと同様に、労働組合から徴収はしていない。 
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  ③ 給与からの組合費控除に関する事務に要する費用の支出について 

   ア 給与担当職員の人件費 

給与からの組合費控除に関する事務は給与担当職員が行っており、当

該職員の人件費を支出している。しかしながら、給与支払事務は膨大か

つ一連の作業として行われており、その一部である組合費控除に要する

事務作業時間を特定し、当該事務作業時間に係る人件費を算定すること

は困難である。 

   イ 人事給与システムの構築及び維持管理に係る費用 

     給与からの組合費控除に関する事務は人事給与システムを用いて行

っており、人事給与システムの構築及び維持管理に係る費用を支出し

ている。しかしながら、人事給与システムには、製品そのものに汎用

機能として給与からの組合費控除機能が組み込まれており、当該機能

は明石市向けに仕様変更をしたものではないので、給与からの組合費

控除に係る人事給与システムの構築及び維持管理に係る費用を特定し、

算定することは困難である。 

     
２ 監査委員の判断 

  請求人の「明石市長は、無償で給与から明石市職員労働組合費を天引きす

るため、不当に職員室職員の人件費等を支出している。」との主張については、

次のように判断する。 

 ⑴ 給与からの組合費控除及び控除に関する事務に要する費用について 

   給与からの組合費控除については、地方公務員法第 25 条第 2項に「職員

の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直

接職員に、その全額を支払わなければならない。」と規定され、当該規定

を受けて、明石市職員の給与に関する条例第 2条の 2第 5号では、「登録を

受けた職員団体の団体費」を給与から控除できる旨が規定されている。こ

の規定に基づき、明石市長は、登録を受けた団体である労働組合の組合費

を給与から控除している。 

   給与からの組合費控除に関する事務については、明石市事務分掌規則第 5

条に基づく給与事務の一環として、市職員である給与担当職員が市の人事

給与システムを使用して行っている。 

人事給与システムの構築及び維持管理に係る委託費の支払いについては、

契約に基づいて行われている。 

以上により、当該事務に係る人件費等の支出について、いずれも法令等に

基づいて行われており、違法とは認められず、また、法令の趣旨や目的を逸

脱した運用がなされている証左もないことから、不当とも認められない。 
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 ⑵ 無償での給与からの組合費控除について 

提出された請求書並びに請求人陳述からも、無償で行うことが不当である

理由や事実は明確に示されていないことから、次のことにより違法でもなく

不当でもないと判断した。 
   

① 無償での給与からの組合費控除の適法性について 

組合費控除に係る費用の徴収を義務付ける場合は、その根拠となる法令

等が必要である。法律、条例等に費用を徴収するための根拠となる規定が

ないことから、給与からの組合費控除を無償で行うことについては、違法

ではない。 
   

② 他市の状況 

明石市を除く兵庫県下 28 市における給与からの組合費控除の状況につ

いては、次のとおりである。 

   ア 実施状況 28 市全てが行っている。 

          ただし、神戸市は同市独自のこれまでの労使関係を踏ま

え、特定の労働組合に対し、政策的に組合費控除を 2020

年度から廃止する予定である。 

   イ 実施根拠 28 市全てが実施根拠条例を制定している。 

   ウ 費用徴収 28 市中 27 市については費用を徴収していない。 

    

以上の他市の状況からも、無償での給与からの組合費控除について、社

会通念上、不当とは認められない。 

 

３ 結論 

以上のとおり、本件請求については、いずれも請求人の主張には理由がない

ことから、棄却する。 

 


